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※　短期大学とは、高等専門学校、専修学校専門課程（学校教育法に規定する専門学校で、修学年限が２年以
上、１,６００時間以上の授業の履修を義務付けられているもの）を含みます。
※　Ａ日程、Ｂ日程（９月２０日実施、職種：一般事務職・技術職、受験資格：高等学校卒業以上）での試験を予
定しています。Ａ日程、Ｂ日程の併願はできません。
※　地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当する方は受験できません。
※　卒業見込みの方が卒業できなかった場合は、採用を取り消します。

■提出書類　
　・試験申込書（撮影後６カ月以内の写真を添付した規定様式）
　・受験票（上記の試験申込書と同じ写真を添付した規定様式）
　・身体障害者手帳の写し【一般事務職（身体障害者）を受験される方のみ】
※　第１次合格者は、通知する指定期日までに次の書類を提出してください。
　・最終学校の卒業（見込）証明書または卒業証書の写し
　・健康診断書（平成２７年４月以降発行で身長、体重、血圧、視力、尿検査、胸部X線撮影結果を含むもの）
　・資格免許の写しまたは資格取得見込証明書（保育士・幼稚園教諭、保健師を受験される方）

■受付期間
　６月１５日（月）～６月３０日（火）　午前８時３０分～午後５時１５分
　（土曜日、日曜日は、受け付けを行いません。提出書類は必ず本人が持参してください。）
■試験日程
　▽第１次試験　７月２６日（日）　午前１０時～　　　▽第２次試験　８月２１日（金）、８月２４日（月）
　　〈教養試験、適性検査、小論文〉　　　　　　　〈個人面接、集団討論、実技（保育士・幼稚園教諭を受験
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　される方のみ）〉
■試験会場　阿久比町立中央公民館
※　町職員採用試験は、皆さんの申し込みによって試験の準備が行われます。
　　町民の皆さんの貴重な税金を使って実施される試験なので、申し込まれる方は必ず受験してください。
■問い合わせ先　総務課人事秘書係　�（４８）１１１１（内線２３７）

■職種、受験資格および採用予定人員

採用予定受　　験　　資　　格職　　種

１０人程度

昭和５５年４月２日以降生まれの方で、短期大学※以上を卒業または平成２８
年３月に卒業見込みの方

一般事務職

昭和５５年４月２日以降生まれの方で、短期大学※（建築課程専攻又は土木
課程専攻）以上を卒業または平成２８年３月に卒業見込みの方

技　術　職

１人程度
昭和５５年４月２日以降生まれの方で、保健師免許を取得している方または
平成２８年３月までに取得見込みの方

保　健　師

１人程度
昭和４０年４月２日以降生まれの方で、短期大学※以上を卒業または平成２８
年３月に卒業見込みの方で、幼稚園教諭免許と保育士資格を取得している
方または平成２８年３月までに取得見込みの方

保　育　士
幼稚園教諭

１人程度

次のいずれにも該当する方
・ 昭和５５年４月２日以降生まれの方で、短期大学※以上を卒業または平成
２８年３月に卒業見込みの方
・ 身体障害者手帳の交付を受けている方で、自力による通勤、介助者なし
で職務遂行が可能な方。また、活字印刷文による出題に対応できる方

一般事務職
（身体障害者）

町職員を募集～あなたの情熱を阿久比町のために～ 
　平成２８年度に採用する阿久比町職員の採用候補者試験（A日程）を次のとおり実施します。

試験申込書、受験票は役場総務課窓口に用意してあります。ホームページからもダウンロードできます。　
http://www.town.agui.lg.jp/ka/２８saiyo.html


